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新規   ・   登録済上越市における事業所区分
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◎下記の者について、 月分から特別徴収を希望します。

連   

絡   

先

円

円

円

注
意
事
項

（宛先）上越市長

平成　　 年　　 月　　  日提出
※市受付印

お問合せ番号

お問合せ番号

お問合せ番号

お問合せ番号

※ 普通徴収の納期限が過ぎた分は、特別徴収に変更できません。
※ 徴収を開始したい月の、前月10日までにご提出ください。（必着）

1．令和６年1月1日現在の住所地が上越市の納税者について、提出してください。
2．普通徴収の納期限が過ぎた税額については、特別徴収への切替えはできません。本人宛てに送付された普通徴収の納
付書で、本人から直接納付していただきます。
＜普通徴収納期限＞　 1期：7月1日　2期：9月2日　3期：10月31日　4期：1月31日

3．二重納付防止のため、本人宛てに送付された普通徴収の納付書を同封してください。ただし、納税者が既に1期分で
も納付している場合は、領収書部分の写しと、未納の納付書部分を同封してください。また、口座振替の納税通知書の
場合は、表紙の写しを同封してください。

※ ６月開始分については４月10日までにご提出ください。（必着）
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※ 普通徴収の納期限が過ぎた分は、特別徴収に変更できません。
※ 徴収を開始したい月の、前月10日までにご提出ください。（必着）

1．令和６年1月1日現在の住所地が上越市の納税者について、提出してください。
2．普通徴収の納期限が過ぎた税額については、特別徴収への切替えはできません。本人宛てに送付された普通徴収の納
付書で、本人から直接納付していただきます。
＜普通徴収納期限＞　 1期：7月1日　2期：9月2日　3期：10月31日　4期：1月31日

3．二重納付防止のため、本人宛てに送付された普通徴収の納付書を同封してください。ただし、納税者が既に1期分で
も納付している場合は、領収書部分の写しと、未納の納付書部分を同封してください。また、口座振替の納税通知書の
場合は、表紙の写しを同封してください。

※ ６月開始分については４月10日までにご提出ください。（必着）
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